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▲ 《裁判所の種類》ざ

インフォメーション

最高裁判所
高等裁判所の裁判に対じてされた不服申立て（上告等）を取り扱う最上級、最終の裁判所です。

『
上告卜 上告 特別抗告･再抗告 上告

■ ■

高等裁判所
【本庁8庁(支部6庁)】 ；地方裁判所､家庭裁判所､簡易裁判所
東京(知的財産)､大阪､名古屋(金沢)､広島(岡山･松江)、 ； の裁判に対してされた不服申立て(識
福岡(宮碕･那覇)〈仙台(秋田)、札幌、高松 ：等）を取り扱います。

▲

どうこく'八
控訴 上告4P 控訴1，刑事 抗告、家事･少年控訴人事訴訟

|裁判所の組織 ‘￥
F4""

半

我が国は､公平公正な裁判を実現する

ために三審制度を採用してお叺全国に

裁判所が設置されています。

〆
●

札梶

~、渉昌、
ー

戸

'函総､ヱ
ー 1エ

al
FF

青FL癖一I
f一
L_

盛岡イ秋田

］ 『
－ア

コ

ｰ凸

地方裁判所 家庭裁判所
Ｊ
ｊ

【本庁50庁】【本庁50庁】 ：民事事件､刑事 ：家事事件､少年
都道府県庁のある47 ：事件の第一審を 都道府県庁のある47 ：事件、人事訴訟

が所のほか函館､旭川、 ；簡易裁判所と分 か所のほか函館､旭川、 §事件などを取り
釧路の3か所 ：担して取り扱い 釧路の3か所 ：扱います。

【支部203庁】 ：ます。 【支部203庁】
【出張所77か所】 §

▲

識h民事
■■■■■■■■ ■■■一一 - - － － -

日

簡易裁判所

【438庁】 ：識鰐!､る金額が比較的少額の民事蜜件と比較的軽い罪の刑事事件のほか､民事調停も

JL jL dl dL j' dL jL jML jl dL JL jI6

採用者の86%が謎懸鯛‘'‘抑‘ ‘‘’'‘川鑑埠池
査
一
一
城
／
‐
，
劒
索
，
Ｊ

翁

噸

慰
》

癖
も
舎
訓

唾
．
ａＧ
や
』

第3希望以上で採用されています！
総合職試験(裁判所事務官)及び一般職試験の合格者は、

いずれも希望する勤務地を管轄する高等裁判所の管轄区

域内の裁判所の中から採用庁が決定されます。

総合職試験(家庭裁判所調査官補)の合格者は､全国の家

庭裁判所のうち､大規模庁の中から採用庁が決定されます。

採用庁については､本人の希望のほか､各裁判所の欠員状

況なども考慮して決定されます。

第3希

左のグﾗﾌは令和4年度
一般麓獣験に合格し、

令和5年4月1日までに

採用された者について、

希望地別の採用割合を

示したものです。

●最高裁､高裁､知財高裁､地裁､家裁､簡裁

凡例●高裁､地裁､家裁簡裁
、 ●地裁､家裁､諒裁
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総合職試験鐡判所事務官） 一般職試験鐡判所事務官）

’ （大卒程度区分） 《大卒程度区分） （高卒者区分）売卒者区分）

高卒見込み及び

未満※であって、 21歳以上 21歳以上 、 卒業後2年以内の者
ド院卒見込みの者 30歳未満蕊の者 30歳未満※の者

（蕊慧後2年畦5隼鐸の蕾）
基礎能力試験(多肢選択式）

専門試験(多肢選択式） 作文試験

ﾝ
政策論文試験(記述式）

論文試験(小論文）
論文試験(小論文､特例希望者のみ）

専門試験(記述式） 専門試験(記述式）

人物試験(個別面接） 人物試験(個別面接） ｜ 人物試験(個別面接）

人物試験(集団討論及び個別面接） 一一

総合職試験鐡判所事務官）

(大卒程度区分）(大卒程蘆区分）

21歳以上

30歳未満燕の者

21歳以上

30歳未満蕊の者

論文試験(小論文）

ザ

判所事務官インフォメーション
(院卒者区分）

採用試験 30歳未満※であって、

院卒及び院卒見込みの者
受験資格

第1次試験

試験
内容総合職試験(家庭裁判所調査官補）

(院卒者区分） ’ （大卒程度区分）(院卒者区分）

家庭裁判所

調査官補

第2次試験

21歳以上

30歳未満※の者

30歳未満※であって、

院卒及び院卒見込みの者

第3次試験
受験資格

●総合職試験鐡判所事務官)は､政策の企画立案に係る高い能力を有するかどうかを､一般職賦験(裁判所事務官)は認的砿な事務処理に係る能力を有するかどうかを重視して行う試験です．

※年齢は轄受験する年の4月1日現在

基礎能力試験(多肢選択式）

政策論文試験(記述式）

専門試験(記述式）

人物試験I(個別面接）

人物試験Ⅱ(集団討論及び個別面接）

第1次試験
〆 、

●総合職試験(裁判所事務官)の特例制度について

総合職試験(裁判所事務官)の受験者が､申込みの際に特例を希望して各試験種目を有効に受験すると、

同試験に加え､一般職試験(大卒程度区分)受験者としての合否判定も受けることができる制度です。

特例の希望の有無が合否に影響することはありません。

試験
内容
第2次試験

、 ノ

総合職試験(裁判所事務官)､一般職試験(大卒程度区分)は､試験科目に法律科目

が含まれていますが､いずれも細かな専門知識を問うものではありませんので､法律

学を専攻していない方も多く合格しています｡なお､第1次試験専門試験(多肢選択

式)では､刑法と経済理論のいずれか一方を選択することができます。

※年齢は､受験する年の4月1日現在

総合職試験(家庭裁判所調査

官補)の専門試験は､心理学、

教育学､福祉､社会学､法律学

の5領域15題から､試験当日

に問題を見た上で､任意の2題

を選択して受験できます。

戸鴎

／〆
様々な学部出身の方が

過）合格しています11
裁判所では､法学部のほか､経済学部､文学部､教育学部､理学部など､様々な

学部出身者が活躍しています｡また､事務官法律研修や裁判所職員総合研修所

の養成課程など､採用後に法律知識を習得する機会もあります。

一

－

総合職試験及び一般職試験(大卒程度区分)の受験案内は2月中旬頃､一般職試

験(高卒者区分)の受験案内は5月下旬頃から裁判所ウェブサイトに掲載します。，1
■

受験案内について

ー

第1次試験及び第2次試験の筆記試験の各試験地は､希望する勤務地にかかわり

なく､全国の試験地から受験に便利な試験地を選択することができます。，1 同試験地の選択について
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より良い司法サービスを提供するため､裁判所では､裁判官､裁判所事務官、

裁判所書記官､家庭裁判所調査官といった様々な職種が連携しながら、

｢適正･迅速な裁判｣を実現しています。

I 宍／
1

1

寺 －

三

可ヨ
ー

一

ヨ

1
卜

一

４
１
１
１
１
１
１
壷
守

上
一
一

色

｜

’

一裁判所書記官

裁判手続の

呈家庭裁判所調査官F一

家庭や非行の問題解決の適正･迅速な裁判の

実現を支える プロフェッショナル

裁判所書記官は､法律の専門家として固

有の権限が付与されており(裁判所法第

60条)､裁判所書記官が立ち会わないと法

廷を開くことができません｡裁判所書記官

は､その権限に基づき､法廷立会､調書作

成等を行います｡さらに､法令や判例を調

査したり､弁護士､検察官､訴訟当事者等と

打合せを行うなどして､裁判の円滑な進行

を確保することも大きな役割の一つです。

※裁判所書記官になるためには､裁判所事務官等として一

定期間勤務した後､裁判所職員諾合研修所入所試験に

合格し､同研侮所で約1～2年の研修を受ける必要があり

ます。

プロフェッショナル

家庭裁判所では､法律的な解決を図るだ

けでなく､事件の背後にある人間関係や

環境を考慮した解決が求められます｡家

庭裁判所調査官は､例えば､離婚､面会交

流等の当事者やその子どもと面接し､その

意向や心情などについて調査を行ったり、

非行を起こした少年やその保護者と面接

し､非行に至った経緯や動機､少年の性格

や行動傾向､生育歴､生活環境などにつ

いて調査を行ったりします。

※家庭裁判所調査官になるためには､家庭裁判所調査官

補として採用された後､裁判所職員総合研修所に入所
し､約2年間の研修を受ける必要があります。

裁判所事務官は､各裁判所の裁判部や事
務局に配置されています｡裁判部では､裁

判所書記官のもとで各種の裁判事務に従

事し､事務局では総務課､人事課､会計課

等において事務全般に従事しており､様々

な部署で活躍しています。

岳や

１
Ｊ
’

／ 、
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裁判所事務官キャ'〕アパス

I 裁遡苣 F事務局‘］図 [裁鶚ﾘ部1裁判所では､学歴や採用年次等にとらわれることなく選考により管理職に昇

任する仕組みをとっています｡日々のOJTや研修等によりスキルアッブを図

ることができ､全ての職員に対して意欲と能力に応じた多様なキャリアパス

が開かれています。

※右記は､地方裁判所及び家庭裁判所を基準としたキャリアｲﾒｰジです。

※異動､昇進は裁判部と事務局相互間でも行われます。

歴や採用年

:とっていま．

選考により管理M

こよりスキルアッ号

の職員（ 「 ．重二式 1裁判所書記官 係長 調査官

▼ ▼▼

訓
竜

主任書記官
(訟廷管理官）

主任家庭裁判所調査官

少 ぐ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

待遇 ▼ ▼▼

｛ j全二(一壹務局次長
▼

次席書記官

▼

次席家庭裁判所調査官

關蕊国家公務員識験糠隠著と同じです。
初任給／，総合職試験(院卒者区分) 259,200円(行政瑳催緒表(-)2級11号圏

・総合職試験伏卒程度区分)227,640円(同2級1号燭

，一般職試験(大卒程度区分)222,240円(同1鯉5号催）

、一般職試験(高卒者区分) 185,520円(同1級5号鯛

諸手当／期末･勤勉手当(ボーナス)､通勤手当､住居手当､扶養手当、

超過勤務手当など

※初任給賎東京都特別区内に勤務する場合の例です｡※上記の内容は令和5剪月1日現在のものであり､変更

される可能性があります｡簸新の情報はｳｪプｻｲﾄをご覧ください。※試験の職別については､P4を参照してください。

【薑鵬時間･休暇】蕊国家公務員読験採用着と同じ制度が整備されています。

勤務時間／1日:7時間45分

体 日／土曜日･日曜日‘祝日及び年末年始

休暇／年次休暇年間20B
※4月旧採用の場合､採用年I詞5日｡残日数ほ20日を銀度として翌年に繰越し。

特別休暇(夏季､結婚､出産､忌引など)､病気休暇､介護休暇、

介護時間

士年
／／

採用の篭

暇(夏

▼

８
． 首席書記官

I日小心d‐

中州湿&&&&…．“UNN泌邸~い

遼憲後の異｡
総合職試験(裁判所事務官)及び一般職試験に最終合格して採用された場合は､希望する勤務地を管轄する高等裁判所の管轄区域内で勤務することになります｡この点は､総合職と一般職とで違いはありませんが､総合職は､所属の高等裁判所所在地での勤務が中心となり､また､多くの総合職は最高裁判所での勤務も経験しています(なお､一般職として採用された場合でも､本人の希望状況等に応じて､最高裁判所で勤務することもあります｡）。異動のローテーションは､概ね3年を目安に行われます｡採用された裁判所の所在する都道府県内での異動が一般的ですが､上位ポストに昇進するにつれて､県単位を異にした異動が行われることもあります。総合職試験(家庭裁判所調査官補)に最終合格して採用された場合は､全国の家庭裁判所等で勤務することとなります｡大規模庁で採用された後は､人材育成等の観点から､概ね3年を目安に小規模庁一中規模庁一希望庁又はその周辺庁の順に異動少 ､ していくことが一般的です｡その後は､地域の実情や上位ポストへの昇進などに応

I じた異動が行われます。 一一＝一手一一－－－－－～一毒

共済組合制度が設けられており､職員とその家族の生活の安定と福祉の向上

を図るために､医療保険制度及び年金制度が用意されています｡また､裁判

所共済組合や国家公務員共済組合連合会が運営する各種の福祉事業を利用

することができます。
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私は現在､札幌地方裁判所刑事部所属

の事務官として､書記官の仕事を補助す

る事務を行っています｡具体的には､検

察官や弁護人等との間の書類の授受、

開廷前の法廷の準備､証人や裁判員裁

判に参加する裁判員の方の接遇など、

事務の内容は多岐にわたっており､刑事

裁判の手続に幅広く携わっています｡こ

れらの事務の一つ一つは､裁判所を利用

される方､広くは国民の信頼に繋がって

いる重要な仕事で､やりがいと責任感を

感じながら、充実した日々を過ごしてい

ます。

刑事部では､毎日､検察官や弁護人等た

くさんの法律の専門家のほか､裁判員裁

判の選任手続や裁判期日には一般の方

も多く来庁し､事務官が直接対応や手続

の説明をする場面もあります｡初めは知

識不足で慣れない業務に苦労すること

もありましたが､上司や先輩職員が一つ

一つの手続の意味や根拠を示しながら

指導教育してくれたことで、自分が行う

業務の理解が深まりました｡採用から1

年程経った今では､できることや知識も

増え､自信をもって対応や手続の説明を

できるようになりました｡任せていただく

一

〆一一
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r

です｡また､今後書記官に任官してより

専門的な経験を積んでいけるよう､書記

官になるための研修を受ける､裁判所職

員総合研修所の入所試験のための勉強

にも励んでいます。

仕事も増え､チームの一翼を担っている

ことに大きなやりがいを感じています。

裁判所は、「風通しの良い職場環境｣が

魅力であると感じています｡分からない

ことは気軽に質問や相談をしやすく､若

手の意見･提案も尊重され､積極的に発

言しやすい環境です｡職員同士の意見

交換やコミュニケーションも活発で､仕

事に対して熱心な方が多い､活気のある

環境なので､チーム一丸となって働くこ

とに楽しさを感じながら､前向きに仕事

に取り組むことができます。

琶れからは､さらに知識を習得し､より多

くの経験を積み､上司や先輩職員のよう

に成長していけるよう努力していきたい
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休日は､北海道内各地の温泉やキャンプ場に行っ

て､大自然と触れ合づたり､美味しいものを食べたり

して心身ともにリフレッシュしています｡裁判所は休

暇が取りやすい環境なので､まとまった休みをとっ

て､全国各地へ旅行に行き､ご当地の美味しいもの

を食べたり観光地を巡ったりしています。
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）（1日のｽｹジｭｰﾙ

…．④
17:00

終業

翌日の予定
を確認して
笑顔で退庁
します。

…⑭…
12:15

昼食･休憩

－－…⑫…………-……⑭……
14:00 15:00

郵便業務 窓口･電話対応

発送する郵便の準 弁護人や検察
備や、届いた郵便 庁からの書類の
物の確認をします。 授受などを行い

ます。

…=＠．--…
9:00

法廷事務

法廷前に開廷表を掲
示したり､皆様に快
適に利用していただ
けるよう法廷の整理
整頓をします。

④……-……
8:30

始業

大きな挨拶から始
まり､その日のやる
べきことを確認し、
メールチェック等を
行います。

昼食をとり、天気が
いい日は散歩をし
て､午後からの仕事
に向けてリフレッシュ
します。

＝

襟

１
１ｰq
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私は現在､民事部立会係で働いていま

す｡書記官には｢公証官｣、「コートマネー

ジャー｣としての役割があり､法律上様々

な固有の権限も与えられています。

｢公証官」とは､裁判手続の経過を公に

証明する役割です｡例えば､法廷で行わ

れた手続や内容は｢調書｣にまとめます

が､この「調書」は裁判官であっても作

成できず､作成できるのは書記官だけで

す｡厳粛な法廷で行われたことが､私の

作成する調書によってのみ証明されるた

め責任を感じますが､一方で裁判を利用

している方の人生に関わる重大な仕事

を行っているという実感があり、やりが

いも感じます。

また、「コートマネージャー」とは､裁判

手続が円滑に進行するよう､例えば､利

用者からの問合せに適切に対応したり、

次回の裁判までに準備をしてもらいたい

ことを促したりする役割です｡裁判の内

容や裁判官がその裁判をどのように進

めていきたいかを正しく理解しつつ､裁

判官と密接に連携し､利用者と十分な意

思疎通を図るごとは､書記官の醍醐味で

あると感じます。

また､現在､裁判のデジタル化が進んで
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おり、そのような変化の中で書記官とし

てできることは何か､自分なりに考え､実

行していくことは大きなやりがいです。

例えば､コミュニケーションツールを用い

て裁判手続を行う場合に､双方の主張を

過不足なくまとめた上で､その場で共有

するという取組を行っています｡これに

よって､今後の裁判の方向性や予定を即

座に共有でき､円滑な裁判の進行に繋が

ると考えています｡初めは慣れないこと

巻あり苦戦をしましたが､試行錯誤した
末､重要な主張を手際よくまとめて､共

有できるようになり、自分自身の成長と

達成感を感じました。 、

デジタル化に伴う変革期を迎えている

今､デジタルツールの活用により､裁判の

やり方も大きく変わっていくと思います

が､デジタル化後の裁判においても､書

記官は適正迅速な裁判の実現に不可欠

な存在であることは変わらないので､これ

からも常にチャレンジしていきたいです。
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ワークライフバランスが充実しており､終業後は自

由な時間を過ごすことができます｡習い事もしやす

いので､ピラティスに通い始めました｡休日は､美味

しいものを食べに行くことや旅先で温泉に入って

まったりすることが多いですが､一日映画鑑賞をす

ることもあります｡好きなことを思う存分楽しんで

リフレッシュしています。

(~T日のｽｹジﾕ三三』L )

……④…………-…④
15:00 17:00

代理人との 終業
情報共有

事件の参考事項を聴明日以降の
取します｡先ほどの表予定を確認
をウェブにアップし、 し､準備を整
代理人と準備内容をえて退庁しま
共有します。 ・ す。

……､④;…-…-……⑰………
12: 15 13:30

昼食 ｳｪブ期日立会
調書作成

談笑しながらお弁裁判官の隣に座り、
当を頂きます｡同画面共有している表
僚と気分転換にに双方の主張を入力
ランチに行くことします｡終了後は､調
もあります。 書を作成します。

④--………=④｡……………④
8:30 9:00 10:0(

始業 裁判官との 裁判期日
打合せ

裁判期･日を複雑な事件の進行第1回期日｜
含む一日の予について協議し､今まるまで進
定とタスクを後の流れを共有し分からない（
確認します。 ます･ あり、緊號

10:00

裁判期日立

第1回期日は

》
垂

会

＝壁､始
まるまで進行が
分からないことも
あり、緊張感を
もって臨みます。

二句

一念

謎
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OS家庭裁判所調査官裁判所で活躍するProfessional

今 今

現在､私は少年事件を担当しています。

少年事件の手続の中で､家裁調査官は、

どうして少年が非行に至ったのか､その

背景を明らかにし､今後非行を繰り返さ

ない生活を送るために必要なことは何か

を少年と一緒に考えて､それらを裁判官

に報告することが主な仕事です｡また、

親や学校の教師などと少年について話

し合ったり､少年の非行に影響を与えて

いる要因に着目.して､様々な方法で働き

掛けを行ったりしています。

家庭裁判所に来た少年が少しでも良い

方向に変わってほしいという思いは採用

当時から変わりません｡ただ､少年とどう

関わるのがよいのか､何をどう伝えれば

よいのかに､毎回悩みながらこの仕事を

続けています｡その中でも､少年が非行

に至るまでには必ずそれぞれのストー

リーがあって､それを少年と一緒に振り

返りながら､少年なりの変えたい､変わり

たいと思う気持ちを大切にできたら、と

思うようになりました｡もちろんうまくい

くことばかりではなく、こちらの考えを押

し付けてしまったり､少年のことを理解し

ているつもりになってしまったり､試行錯

誤の毎日です｡それでも面接で少年とあ

少
年
の
了

「
変
わ
り
た
い
」
の
た
め
に
、

自
分
に
で
き
る
こ
と
を

考
え
続
け
る
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I

の皆さんの力を借りながら､家裁調査官

としてのあり方を模索していきたいと思

います。 、

れやこれやと話すうちに､更生に向けた

ヒントがお互いに見えたとき、少しは私

が家裁調査官として関わった意味があっ

たのかもしれないと思ってやりがいを感

じます。

調査で迷ったり悩んだりしたときは､先

輩調査官に相談していろいろな意見を

伽ただきます｡生き字引のように経験豊

富な方や､心理検査が得意な方など､皆

さんそれぞれが家裁調査官としての熱

意と魅力、長所を持って仕事をされてい

て、たくさんの個性が集まって、家裁調

査官としての経験年数にかかわらず知

恵を絞り合う環境であることが、この職

場の魅力だと思います。これからも周囲

4 L
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全国転勤の仕事なので､各地で人や食べ物､名所などと

の様々な出会いを楽しみにしています｡前任庁で勤務

していた際は､コロナ禍で思うように外出ができない時

期でしたが､そんな中でも習い事を始めたり､職場の皆

さんに教えてもらってテニスを始めたりと､今までゆか

りのなかった土地でも思いがけずたくさんのご縁に恵

まれて､楽しく充実した時間を過ごすことができました。

2

，

1

申

（’日のｽｹジｭｰﾙ ） １
１

"……④……………………⑬……………:……②………………⑭'…………④
11 :45 1215 13?O0 14?00 17;00

帰庁後､裁判官 昼食 研修についての 少年調査票 終業
とカンファレンス ミーティング 作成

少年の調査につい 近くにお店がたくさん 外部講師の方を 分かりやすくまとめ翌日の予
て､随時裁判官と情 あるので､お昼はその 招いて行う調査 ることを意識しま 定を確認
報共有して調査の内 時々で好きなものを選 官のための研修 す｡先輩調査官か して退庁
容をブラッシュアップぶことができ､気分転 の企画を行いま らのフイードバツク します。
していきます。 換にもなっています。 す。 もいただきます。

④………-……④………
8:30 9:30

始業 少年鑑別所に
出張

その日の調査 少年と面接する
の準備をした ほか､鑑別所技官
り、事件の記 とカンファレンス
録を読んだり を行って理解を深

脚‘します。 めていきます。

｜
｜

’
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をしてくれて､任せられる安心感があり

ますね｡逆に｢主任、あれやりました?」

林:大下さんは採用1年目ですが､第6

刑事部の仕事や雰囲気はどうですか。

大下:書面受付や当事者対応、開廷準

備など書記官補助を主に行っていま

す。職場の皆さんは忙しい中でも快く・

質問に答えてくれて、こういう資料が

あるとか仕事の流れとかを教えても

負っています。
植木:大下さんは、どのように事務をす

ればその後の書記官業務がやりやすく

なるか常日頃から考えて主体的に改善

策を提案してくれるので、書記官とし

てとても仕事がしやすいです｡こちら

のほうが勉強になることも多くて。

林;提案も職場の雰囲気が良くないと

できないと思うので、私たちの部はと

にかくよく喋るようにしているんです

よ｡裁判官も含めて雑談で盛り上がっ

たり。

大下:なので普段から質問もしやすい

ですし､採用前に思っていたより裁判

官との距離も近いですね。

植木:そういう雰囲気が生きてくるの

が､連携が重要になる裁判員裁判だと

思います｡普段裁判所に来たことがな

．歌ような裁判員の方をはじめ､警備関

係者､報道関係者など多くの方々とや

り取りする必要があります。

林:大下さんには裁判員の接遇関係な・

どを主に担当してもらっていますが､こ

ちらが指示しなくても先回りして準備

●

～

と言われたり(笑)。

植木:書記官は裁判に立ち会って調書

を作成するという法廷の中の仕事がメ

インになるので、法廷の外で大下さん

が緊張をほぐしてくれるおかげで裁判

員の方の取り組み方.が変わってくるの

を感じます。

林:事務官の働きぶりによって書記官

は真にやるべき仕事に注力できるの

で､今後も現状に満足せず裁判をより

良いものにするというパッションを持っ

て働いてもらえたらと思いますね。

植木:パッション、よく使いますよね

(笑)。
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東京家庭裁判所家庭裁判所調査官(H27採用）

【略歴】H27東京家庭裁判所家庭裁判所調査官桶
H29鹿児島家庭裁判所家庭裁判所躯査官
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東京家庭裁判所主任家庭識判所調査官(H10採用> |

【路歴】H10大阪家庭戴判翫蒙慶鍛ﾘ所調査官桶 ’

四 薄雲簔謝瀧鱒榊篝。
！ ’_一 ‐_-．

川崎智之
東京家庭隷判所家庭謬判所調査官(H23採用）

【略歴】H23宇都宮寒蓉判所家庭裁判所鯛査宮補
H25宇都…判所家庭裁判所飼査官
R5現斑
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瀬川:私たちは、家事事件を担当する

家裁調査官として､調停や審判事件の

調査を行ったり、調停や審判期日に立

ち会って意見を述べたりしています。

川崎3人が｢組｣というチームで､互い

の経験や能力を生かし､裁判官や書記

官等と協働しながら、紛争解決に向け

て取り組んでいます。

瀬川:先日、父母が対立している面会

交流の調停で、子の福祉の観点から、

どのように関与をすればよいか悩んで

いる事案を組で検討しましたね。

河口:参考となる知見を紹介してもらっ

たり、3人で検討したりした結果.考え

が整理されて裁判官や調停委員に明

確な意見を伝えられました。

川崎享案の進め方で悩むこともありま

すが、家裁調査官同士で検討したり、

裁判官や書記官を交えて方針を共有

できたりするので､心強いです｡チーム

として協働し､活発に議論できるところ

も裁判所の魅力だと思います。

蕊川;一人で抱え込まず気軽に相談や
意見交換できる環境が裁判所には整っ

ていると思います｡解決の糸口が見え

ない事案でも組の家裁調査官が協力

し､多角的な視点から検討することで、

より適切な解決を目指していけると感

じます。

河口:調査官室には､経験年数を気に

せず、自由に意見を言い合える雰囲気

がありますよね｡昼休みには､趣味の話

や雑談で盛り上がっています。

川崎各自が担当する事件の情報は組

で共有しているので､家庭の事情や急

な体調不良の場合でも互いにフォロー

し合える態勢が整っています｡安心し

て仕事ができるので､ありがたく感じて

います。

瀬川:今後も､紛争解決の一助となれ

るよう自己研さんを続けていくと同時

に､組の皆さんが健康で安心して仕事

ができる環境作りを目指したいです。

川崎:家庭生活と仕事のバランスを取

ること、最新の知見やデジタルツール

などを駆使してより良い仕事につなげ

ることをテーマにしたいです。
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河口

裁判所の充実した研修制度等を活用して

家裁調査官として

スキルアップしてぃきたいです。
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１

O1裁判官からのメッセ
、●

職員からのMessage
ン

と ＝

書記官・事務官は、

迅速かつ適正な事件処理を支える

裁判官の心強いパートナー

民事担当裁判官の多くは､類型も進行度合

いも様々な事件を､常時100件以上担当し

炉ていますが､書記官･事務官は､裁判官が多

種多様な事件を､迅速かつ適正に処理して

いくために不可欠の役割を担っています｡例

えば､書記官は､訴状等のチェックや送達、

当事者との連絡､書面の管理､期日の立会と

調書作成､和解条項の作成などを担ってお

り､訴訟の全過程において裁判官と協働し

て事件を処理しています｡裁判官が､個々の

事件の解決に注力できるのは､書記官･事務

官のサポートによるところが大きく､裁判官

は､書記官事務官を優秀な手続のプロと

して､とても頼りにしています｡裁判所は今、

デジタル化という変革期にあり､今後､書記

官･事務官の仕事内容も変化していくと思い

ますが､この先も､書記官事務官が､裁判官

の最良の相棒であることは変わりません｡皆

さんも､デジタル化の先にある新しい裁判所

を､私たちと一緒に作っていきませんか？
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らのメッセージ。 ｆ
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社会や家族のありようが

変化しつつある中、

チームで最善の解決を

垂

り 、

LL

1

課題が検討されるといったこともあります。

家庭裁判所の仕事は､人生の岐路に直接

的な形で関わるもので､･その分責任も重い

といえますが､社会や家族のありようも大

きく変化しつつありますから､ますます意義

深いものとなると思います｡志を持った皆

さんをお待ちしています。

家庭裁判所は､法律的な判断のみでは適

正に解決できない事件を取り扱うため､行

動科学の知見を有する家裁調査官が配置

されています。

家裁調査官は､事実を収集･分析･評価して

当事者に働き掛け､裁判官は､家裁調査官

と議論を重ね､連携して将来を展望した解

決を模索します｡家庭裁判所では､関係職

種がチームで最善の解決を目指しますし、

審理･運営の方針も､そうしたチームワーク

の中で形成されます。

例えば､家事調停で別居親と子との面会交

流の調整が難航するような場面では､問題

点を分析した家裁調査官の意見で試行的

に面会交流が実施され､その経過を観察し

た家裁調査官の報告を踏まえて､浮上した
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0S若手職員 ’|裁判所事務職員からのMessage

就職先として裁判所を選んだのは

なぜですか。

大学で学んだ法律の知識を､裁判事務とい

う専門性の高い仕事に生かすことができる

点に魅力を感じました｡また､業務説明会で

職員と話した際､上司や先輩に相談しやす

慾雰囲気が良くて働きやすい職場だと感じ
たことも裁判所を選んだ理由の一つです。
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郡

採用試験に向けて、

どのような勉強をどのような

スケジュールで取り組みましたか。

大学3年生の夏頃から､学内の公務員講座
を受け､試験科目の勉強を始めました｡年

明けからは､公務員講座の講師や友人に協

力してもらって､面接練習も行い､試験直

前には､裁判所の過去間を集中的に解き、

出題傾向をつかむようにしました。
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一
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これからの目標を教えてください。

様々な分野の仕事に挑戦し､幅広い知識

を身に着け､経験を積むことで､裁判所の

利用者や周りの職員から信頼される職員

になりたいと思っています｡また､書記官

に任官するために､職場の書記官養成課

程入所試験の勉強会に参加し､試験勉強

を進めています。
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＃

験と同じ時間で過去問を演習し､試験慣れ

を図りました。 、
就職先として裁判所を選んだのは

なぜですか。

業務説明会に参加し､職場の雰囲気が良さ

そうだと感じたことがきっかけです｡問題に

直面した時､個人で解決策を模索するので

はなく､上司と部下の垣根を越えて､チー

ムで解決策を検討するという話を聞き､私

もチームの一員として仕事をしたいと感じ

ました。

－
１

一

これからの目標を教えてください。

裁判所を利用する方々のニーズに､より柔

軟に応えられるように､自分が専門とする

分野以外の知識についても幅広く習得し

ていきたいと思います｡また､裁判所書記

官養成課程の入所試験に合格し､より専門

的な知識を学ぶことも目標としています。

’

採用試験に向けて、

どのような勉強をどのような

スケジュールで取り組みましたか。

大学3年生の春頃から公務員講座を受講し

て勉強を始めました｡一通りの範囲を勉強

し終えた後は､特に苦手な範囲は同じ問題

集を短いスパンで反復して解くことで定着

できるようにしました｡試験前は､実際の試

▽

入

1

Rの亀
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O5若手職員 家庭裁判所調査官補職員からのMessage

。

津

■

就職先として裁判所を選んだのは

なぜですか。

書籍で､悩みを抱える人と向き合い､共に

悩み､解決への道筋を見出す家裁調査官

の存在を知り､魅力を感じました｡また説

明会に参加し､家裁調査官が日々研さんを

積んで調査実務に関するスキルアツプを

図っていると聞き､この環境で自分も成長

したいと思い､選びました。

日頃から意識し､人物試験に備えました。

これからの目標を教えてください。

家裁調査官は､人の人生における重要な場

面に関わる仕事であり､責任の重さを実感し

ています。これからもその責任を自覚し、

日々学び続けるとともに､一人一人と誠実に

向き合うことで､悩みを抱える人が前向きな

一歩を踏み出せるよう支えていきたいです。

－

罰

採用試験に向けて、

巻のような勉強をどのような

スケジュールで取り組みましたか。

受験の約1年前から､専門書や大学の講義

の内容を文章にまとめるなど､意識的にア

ウトプットすることで専門試験の対策をしま

した｡また､職務内容について調べて、自

分の経験を仕事でどのように生かせるかを

一
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一
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１
１ 家庭裁判所調査官補嘱艮がらの

就職先として裁判所を選んだのは

なぜですか。

法学部に在籍しており､少年法を学ぶ中で

家裁調査官のことを知りました｡非行や家
庭の紛争について､高度な専門知識を活用

して背景事情を分析した上で将来を見据

え､裁判官に意見を述べる家裁調査官の仕

事内容に､その専門性の高さから強い興味

を持ちました。

－－
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兇毎を
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I

ノ
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採用試験に向けて、

どのような勉強をどのような

スケジュールで取り組みましたか。

大学8年生の夏頃から学内の公務員試験対

策講座を受講しました｡当初は幅広い科目

の対策をしていましたが､大学4年生の4月

頃からは家裁調査官の試験科目を重点的に

勉強しました｡特に記述式試験の答案作成

や模擬面接に力を入れて取り組みました。

盟皇”

■
■

宮ヨ

毒

項 これからの目標を教えてください。

当事者の言動の真意や紛争の背景事情を

しっかりと見極め､適切な問題解決に向け

た援助ができるような家裁調査官になりた

いです｡そのために､人の心理や行動に関

する様々な専門的知識や技能を着実に身

に付けていきたいです。
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職員からのMessage

帳広い経験をもとに、
司法の未来をデザインする
司法の現場である裁判部と組織運営に関

わる事務局の双方に携わることで､視野を

広げ自分を成長させたい｡これが､私が総

合職を目指した動機です。

今まで、書記官や事務局の係長等として

様々なポストを経験しました｡地裁で給与

事務を担当した際は､職員と組織の双方に

とって､公平で納得性の高い昇格が実施で

きるよう、上司や同僚と議論を尽くしまし

た｡最高裁では昇格の制度設計を担当して

おり､地裁勤務時代に得た気づきを生かし

つつも､個別の案件では見えなかった裁判

所全体を傭職する視点が求められていま

す｡総合職としての多様な経験による視野

の広がりが､日々の仕事に直結するやりが

いを感じています。

人事制度の企画で裁判の現場を支えるこ

とは､より良い司法の未来をデザインする

ことにつながると感じています。

今後さらに多様な業務を経験し､社会と共

に変化する課題にチャレンジできる総合職

を目指したいです｡皆さんも､司法の未来

をデザインしてみませんか。
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総合職
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多様な経験を踏まえ、

｢デジﾀﾙ化]を実現する
チームの中心となって司法を支える
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総合職は裁判部と事務局のそれぞれで経

験を積み､それらの経験を有機的に裁判所

全体の施策に生かしていくことになります。

裁判所で働こうと考えたとき､採用後数十

年先を見据えると､担当した裁判に貢献す

ることに加え､裁判所全体での適正迅速な

裁判の実現に貢献していきたいと考えたこ

とから､その機会が優先的に与えられる総
合職を受験しました。

私はこれまで､民事刑事裁判に加え､人事

や総務などの経験をし､現在は裁判所のデ

ジタル化(DX)を担当しています｡例えば

｢紙から電子へ｣というテーマ一つをとって

も裁判所の全部門にかかわる課題であり、

各職員がそれぞれの経験や能力を持ち

寄ってチームで検討していく必要がありま

す｡総合職にはそのようなチームの中で、

中心的な役割を果たすことが求められ､企

画立案･組織運営双方に携わることになり
ますb

DXの実現により､社会の期待に応えられる

裁判所を支えていきたいと考えています。

I



O9幹部職員からのメッ
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ソ職員からのMessage ー
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仕事を変えるELGAの導入

幹部職員はチームとともに

ダイナミックな組織貢献をする！

一
一

●

ー

L毛

I

｢部分導入は非効率｡裁判所は機能100%

導入でいく｡」と決断しました。

他省庁は､会計事務の複雑さから､会計事
Lや

務電子決裁システム「ELGA」の段階的

導入を検討しているようでした｡当時､最

高裁判所経理局参臺官だった私はELGA

検討チームを作り､全国の裁判所の意見を

聞き､課題を解決し､ディスプレイの購入、

統一ルールの作成を進めました｡初年度に

3庁導入、’年後に全裁判所の導入を完了

し、司法行政DXの先駆けとなりました。

チームは､紙だらけの会計事務をデジタル

化することに意欲的かつ現実的で､素晴ら

しい働きを見せました。

新たな課題を組織として解決するのが幹

部職員の役割です｡困難もありますが､裁

量は大きく、社会とともに変化することを

目指す裁判所に貢献できます。

法を守る裁判所では､男女差なく､立場に

捉われず自由な議論ができるだろうと考

えて就職し、結婚､育児も経てきました。

誇りを持ち､誠実に努力でき､助け合える

職場なのでおススメです！

』

■■Ⅷ」 小池仁美 1

札慢地方薮報所

【篭園H1 *l,'
H3M.'

H11札1

R2"i

恥現）

事務局長鯛1採用）
ロユーーー●－－－－二、

丑
P
ヶ国 カニ

韮
冠
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からのメッセージ ’ ’首席家庭裁判所調査官

幅広い活躍の場で、

仲間とともに専門性を進化させ、

自らも成長し続ける

次席家裁調査官を経て首席家裁調査官と

なり、これまで法改正やデジタル化等の社

会の変化に対応するために､調査上の課題
の解決や家庭裁判所の執務態勢の改善等

を牽引してきました｡その過程で､多くの家

裁調査官の成長や調査実務の進化を実感

することができました｡より良い調査を目指

そうとする若手調査官から多くの刺激も受

け､首席家裁調査官になった今でも一人の

家裁調査官として事件への洞察力を磨くこ

とができ､この仕事の深みを感じます。

また､事務局経験で印象深いのは､採用、

研修､異動の在り方を見直した新たな家裁

調査官の育成制度を構築したことです｡新

制度の下､多くの若手調査官が活躍する姿

を見ることによって､裁判所全体の政策を

実現することでの達成感を得ることもでき

ました。

家裁調査官は､幅広い活躍の場があり､仲

間と刺激し合いながら､長きにわたって成長・

進化し続けることができます｡あなたも､裁

判所で専門性を磨き､成長していきましょう。

「

r一一、

§1悪 手
戸
同

Ｆ

ノ
ー

１

「

ｊ

|rg

」

I

ノ
ー「

’松田圭介 、、

名古屋家庭裁判所首席家庭裁判所調査官
(S62採用）

【路圃H3岐阜家庭裁判所家庭裁判所鯛査宮補
H18液家庭裁判所主任家庭裁判所調査官
H25最高裁判所事務総局人塀局審査官

R3裁判所職員総合研修所覗務局次長
R4現職 、 4■

マ

ー



11外部経験を生かして1 ’企業派遣子職員からのMessage
－－

一
Ｊ
・
－
７
｛裁判所には､外部での業務を通じ､より広い視野を得ることを目的とした

出向制度があります。

凄
”
幽

淘
－

１
１

万

異業種研鐙で磨く新たな一面。

経験ない課題に挑戦1

裁判所人生に貴重なスパイスを

上申一

ダイナミックに変化する現代におけるグロー

バル企業への期待と大手保険会社の果たす

べき使命｡SDGs､.ESG投融資にDXへの対

応｡社是と経営戦略b裁判所と異次元の世界

で私は社内広報誌の副編集長として､会社

の大局的な動きや社内の好取組等を題材

に､社員の意識高揚に適う冊子作成を担当

しました｡アンテナを張り巡らし会社の動向を

察知､コンテンツの考案､記事作成に向けた

交渉､レイアウトや表現の校正編集等､読者

目線に立ち､経営戦略とその達成に向けた部

署や個々の活躍を有機的に連携させる冊子

作成の編集者としての責務を堪能しました。

現在は､変化する社会情勢にマッチし､より

質の高い裁判を実現し､職員がいきいきと

働くことができる組織の在り方を考える

チームのスタッフとして､大局的な視点を学

びながら､施策浸透のために何が必要かを

考えて仕事をしています｡民間企業で培っ

た経験を活かし､裁判所のこれからを考える

人材となれるよう､鍛錬中です。

こんな経験､興味ありませんか？

＝‐一一



12外部経験を生かして活躍する職員 I 雷雨勇司職員からのMessage

裁判所には､国内における研修だけでなく、

海外で裁判実務などの研究を行う在外研究制度があります。

Let'sbrushupourcourtsalong

withglobaljUaiciary｡

他国の司法を知り、日本の司法を

ブラッシュアップしていく力に

←｡

研究生活を通じ様々な文化を尊重する感

覚を身に付け､また､研究中は与えられる

仕事というものがないことから､能動的籟

極的な姿勢や対応力を高められたと感じ

ています。

この経験を､裁判所のデジタル化を担当す

る現在の仕事に生かし､日本の司法をブラッ

シュアップしていきたいと思っています。

米国オレゴン州第4区裁判所客員研究員

及び州立大学の聴講生として､デジタル化

された裁判手続等に関し､研究活動を行

いました。

米国は裁判所のデジタル化が進んでいる

ことから､実際に利用されている事件処理

システムの見学､メールやSNSを活用した

e送達制度等､今後我が国でもデジタル化

の実現を目指す制度についての裁判官.裁

判所職員･弁護士に対するインタビュー等
を行い､参考となる例に接することができ

ました｡またFami lyLawConference

(家事法協議会)に参加して､直接現地の

法曹関係者と家事事件での秘匿情報取扱

方法について議論する機会を得たのも良

い経験です。

剖

副

１

１

０

０

口

■

１

一一

一

一

一
一
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一



P◆

O1仲間とともに学び､成長する研修制度

一一

裁判所職員総合研修所
－一

埼玉県和光市にある最高裁判所の研修機関で､裁判所

書記官及び家庭裁判所調査官の養成のほか､裁判官

以外の裁判所職員に対する職務能力向上のための

様々な研修や各種の研究を行っています｡裁判所職員

総合研修所は､講義やグループ討議など､目的に応じて

利用できる大小多数の教室のほか､面接演習室､模擬

審判廷など､裁判所書記官や家庭裁判所調査官の専

門職として必要な技能･技法を身につけ､力を伸ばすた

めの様々な専用設備を備えており､全国から研修に集ま

る職員のための宿泊施設も敷地内に完備されていま

す｡また､裁判所のデジタル化の取組が進められている

中で､リモートによる研修等も実施しています。

採用後の研修OffJ〒~▼

フォローァッブ

、 セミナー

採用1年目の仕上げとして､それ

までに習得した内容の確認をし、

2年目のスタートに備えます。

裁判所職員総合研修所

入所試験に合狢した場合

には､翌年度から同研修

所で裁判所霊記官養成

課程を受けます。

新採用職員研修・

総合職採用職員

初任研修

フレッシュ

セミナー

■

採用直後に､裁判所

職員として当面必要

な知識を習得します6

裁判所職員として必要な

基礎知識やふさわしい心

構えを習得します。
家庭裁判所
調査官補

家庭裁判所調査官

養成課程
L

罰．この他にも官職やキャリアステージごとに様々な研修が宙意されていきす
◆.

●



6 ‐ー一一一 一一

O2家庭裁判所調査官養成識、研修制度

家庭裁判所調査官補として採用されると､約2年間にわたり執務に必要な行動科学や

法律等の理論及び実務について学び､修了後に家庭裁判所調査官に任命されます。 a①

一
ー

－

研修生､先輩職員との議論の場や、

手厚い指導を通じ、

着実に成長できる環境で働く

家庭裁判所調査官養成課程は､裁判所職員総合研修所において､講義や演習を通じて調

査事務を学ぶ合同研修と､所属庁において､指導担当者の下で実務に当たる実務修習に
分かれています。

勤課程では､他の研修生や家裁調査官と討議を行う機会が数多くあります｡家庭裁判
所で扱う事件は､その背景が複雑多様化しています｡複数の視点から話し合うことで､事

件を多角的に検討でき､当事者の抱える背景への理解が深まることを学びました｡今後

は､広b覗野を持ちながら当事者と向き合うことを大切にしていきたいと考えています。

実務修習では､合同研修での学びを生かし､実際の事件を扱います｡調査に臨む中で、

うまく行かないこともありますが､その度に､指導担当者や他の研修生と丁寧に振り返り、

気付きや自身の課題を見いだすことができました｡手厚い指導や助言を受け､課題を意識

しながら次の調査事務に取り組むことで､少しずつ成長できていると感じます。

岡村彩希
0 J

、11
さいたま家庭裁判所

家庭裁判所調査官補

(R4採用心理系の学部出身） 、＝ ｰ
I



緬修鋤慶0S裁判所書記官養成課程第一部
‐

． '。,‐ .
Z審麓

や
~

裁判所事務官等が入所試験に合格すると､翌年度から裁判所書記官養成課程で法律の理論､実務など

について学び､修了後に裁判所書記官に任命されます｡裁判所書記官養成課程は､第一部と第二部に分

かれており､法学部を卒業した職員は､第一部の課程(約1年)を履修します｡法学部卒業以外の職員は、

原則として第二部の課程(約2年)を履修し､基礎から学ぶことができます。

一

己毎F餌。

■心

一

一

室

一

一
Ⅱ
１
１

写

‐
側
■４

全国から集まった仲間と共に、

時代に求められる裁判所書記官を目指す

書記官養成課程の研修は､書記官としての素養を身に付けるためのものですので、

大学の法学部での授業と違って､研修のすべてが書記官事務に通じており､実体法や

訴訟法などの法律科目のほか､様々な実務科目を学修します。

霊
-授業では討議の時間が多く､全国から集まった他の研修生と意見交換しながら､新しい

知識や自分にはない視点を得ることができます｡また､研修生にはパソコンが配られ、

民事裁判で実際に使用されているウェブツールを活用するなど､より実務に即した形へ

研修も変化しています。

授業を行う教官も全国の裁判所から研修所に派遣されており､裁判官教官書記官教官

それぞれの目線で､実務での経験も交えながら授業をしてもらえるので､常に裁判事務書

話官事務とのつながりを意識しながら学修できます｡授業時間外での質問も快く引き受け

て､納得いくまで説明してもらえますし､勉強のための環境としてはこの上ないものです。
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二部研修生研

。

恥

目
入所試験の勉強はどのようにしましたか。

福田書記官の先輩が開いてくれた勉強会に参加し

たり裁判官に答案を添削してもらったりしました。
田中;私もそうです｡空き時間に､書記官の先輩に勉

強を見てもらいました。

r

仲間

’

I

大学等で法律を専門的に学んでいない

ことで困ったことはありますか。

井上:入所前は不安でしたが､教官も丁寧に講義して

くれるので、困ったことはありません｡第一部生から

は違った視点での話が聞けるのも学びが深まります。

福田:研修生同士で考えるのも学びにつながります

し､講義の合間に教官に質問しに行くと優しく教えて

もらえるのもありがたいです。

1

1， ゴ

’
酉

I 夕

クラスの雰囲気について教えてください。

田中･福田:明るく楽しい雰囲気です。

井上;そうですね｡全国から研修生が集まるので､グ

ループ討議では自分にはない新しい視点からの意見

が聞けて､刺激を受けています。

凸

＝
孟甸

r

ー

-=P

寮生活について教えてください。

井上佃中:みんなが自然と集まって､勉強を教えあっ

たり､息抜きでスポーツをやったりしています。

福田員反対に､居室はプライベートが保たれているの

で､メリハリをつけて過ごせます。

井上侑香
松山地方裁判所

裁判所事務官

(R2採用教育系の学部出身）

田 串
IZ2劇I瞑汀【劃I

（H31採用
七■

●● ダ



01仕事と家庭をと <職員両立して働ワークライプバランス

－－‐ 一

－F

多様な制度と職場の理解を支えに、
ー

自分に合った働き方で、

家族との時間も大切に
一
・
』
「

阜
一
距

】

令和5年1月に育児休業から復帰し､裁判

所職員の夫と共に、1歳の娘を育てなが

ら､フルタイムで働いています。

夫婦共にフレックスタイム制と休憩時間短

縮制度を利用しており､私は裁判の立会
日である火・木曜日は17時30分まで､月：

水・金曜日は16時まで勤務する一方､夫

は火・木曜日は16時まで勤務し､保育園の

お迎えや夕食作りを分担しています。

変則的な勤務時間に加え､娘の体調不良

で急きょ仕事を休むことも多いので、日頃

からスケジュール管理や情報共有､前倒し

で仕事をすることを心がけています。

慌ただしい毎日ですが､両立支援制度を

利用して勤務時間を調整することで、日々

様々な成長を見せてくれる娘と向き合って

過ごす時間を作ることができています。

不在時のサポートを快く引き受けてくれる

同僚や､温かく見守り支援してくれる上司

裁判官の存在に支えられ､育児中であっ

てもやりがいのある仕事ができていること

に感謝しています。
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’仕事と家庭の両立支援制度

L

へ

ら

■

産前休暇は出産予定日を含む6週間前の日から､産後休暇は出
産した日の翌日から8週間を経過する日まで､それぞれ認められる。

子が満3歳に達する日までの間､希望する一定期間取得可能。

子が小学校就学の始期に達するまで､1日を通じて2時間を超え
ない範囲内で利用可能。

妻が出産するため病院に入院する等の日から出産の日後2週間
を経過するまでの期間内に､2日間の範囲内で取得可能。

妻の出産予定日の6週間前の日から､出産した日以降1年を経過

する日までの期間内に､5日間の範囲内で取得可能。

子が小学校就学の始期に達するまで､その子の看鍾のため1年
に5日間の範囲内で取得可能。

子の養育等のため､45分の休憩時間を30分に短縮することが
可能。

始業･終業時刻を繰り上げ又は繰り下げるなどして勤務する制度。

産前・産後休暇
一

育児休業

育児時間

配偶者出産休暇

男性職員の
育児参加休暇

子の看護休暇

小野田_祥子 休憩時間短縮制度

福岡地方蒙判所蕊判所書記官(H23湶用）

陰画H23大分家庭義判所裁判所事務官瞬用）
H26冨崎地方裁判所裁判所書記官
Rg現職

８
一
目
ｈ

早出遅出勤務

介護休暇 家族の介護を行う職員が､一定の期間取得可能。

フレックスタイム制一定の範囲内でﾌﾚｯｸｽ勤務をすることが可能｡－など
「
一
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仕事と家庭を両立して働く職員02ワークライフバランス

一

一 ■

ー

管理職になる前も

管理職になってからも、

仕事も家庭も充実させることができる職場

Lでロ
宮 1

咋鍔、
ぎぞ少』

悪
。一

団

「
も

私は管理職になる前から、フレックスタイ

ムを利用して､夫婦で協力して子育てをし

てきました｡小学校に入った子供の朝の準

備や送り出しをする中で､最初は私が学校

の準備を手伝っていましたが､次第に子供

が自分でできるようになるなど､子供の成

長を実感することができました｡時間のや

りくりで困ったときには上司に仕事の効率

化のアドバイスをもらったり、同僚が協力

けてくれたりして､仕事も家庭も充実させ

ることができました｡そうして、自分自身だ

けでなく、周囲の人もやりがいをもって充

実した仕事ができるような職場にしたいと

思うようになり、管理職になることを希望

しました。

フレックスタイムを利用したことで、周囲

の協力の重要性やありがたみを肌で感じ

ることができたことから､管理職になって

からは､部下職員が希望する両立支援制

度を利用できるようにするだけでなく、や

りがいをもって仕事ができるようにサポー

トしています｡．
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制度の利用状況(令和8年度）

裁判所には､制度が設けられているだけでなく､制度を利用しや

すい環境があります｡男女を問わず､多くの職員が制度を利用し、

それぞれのライフスタイルに合った働き方で十分に力を発揮し、

主要なポストで活躍しています。

’配偶者出産休暇

（男性）

育児休業

（男性）

育児休業

（女性） "
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最高裁判所事務総局人事局 裁判所HP
〒102P8651束京都千代田区隼町4番2号

鱸
Tel.03-3264-8111(大代表）
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